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　令和４年５月26日木曜日、午後１時から「大阪
市中央公会堂」にて大阪土地家屋調査士会第84回
定時総会が開催されました。
　今年の大阪土地家屋調査士会定時総会は、昨年ま
での太閤園から場所を移し、大阪市中央公会堂での
開催となりました。大阪市中央公会堂といえば、国
の重要文化財に指定された、壮麗な雰囲気漂う美し
い外観を備え、高い評価を受けている歴史的建築物
の一つであり、このような場所にて定時総会を開催
させて頂けることを光栄に存じます。
　定刻、和田淸人総務部副部長の司会で開会宣言が
なされ、物故者への黙とうが行われた後、山脇優子
副会長の開会の辞によって定時総会が始まりました。
　初めに、中林邦友会長が「昨年度はコロナ禍の影
響もあり、あまり事業が行われませんでしたが、今
年は沢山の事業を開催したいと考えています。会員
の皆様のお声に耳を傾けたいと思いますので、どう

ぞみなさんお力をお貸し下さい」と挨拶をされまし
た。その後、北摂支部の黒田聡会員・堺支部の川口
良仁会員が議長に選出され、議事が進行しました。
　当日午後１時00分現在の報告数は、本会会員数
962名のうち出席者が105名、委任状提出者が483
名、合計588名でした。
　次に総会運営規則第16条により議長が議事録署
名者を指名しました。中央支部　松本博樹会員、北
摂支部　石田貴子会員を指名し挙手を以て引き受け
られました。
　令和３年度会務ならびに事業経過報告は、総括的
な報告を松島稔副会長がされ、各部の詳細な報告は
加藤充晴総務部長、吉田栄江財務部長、濵口泰隆業
務研修部長、中島幸広社会事業部長がそれぞれ報告
されました。そして、会場での質問事項が受け付け
られ、要望事項に対し中林会長が答弁を行い拍手多
数で承認されました。

令和4年度
大阪土地家屋調査士会 第84回定時総会

令和4年5月26日(木)
大阪市中央公会堂にて

川口　良仁 会員　　　　黒田　聡 会員
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　続いて、議案審議の第１号議案として「令和３年
度決算報告に関する件（各特別会計を含む）」が上
程され、吉田栄江財務部長から説明が行われた後、
佐野紀夫監事の監査報告があり、挙手多数で承認さ
れました。
　ここで休憩となり10分間の休憩がとられました。
午後２時10分、10分間の休憩の後、議事は再開さ
れ、これより川口良仁会員が議長の担当となり議事
が進められました。
　第２号議案の「令和４年度事業計画案に関する
件」と第３号議案の「令和４年度歳入・歳出予算案
に関する件」については、関連があると考えられる
ため一括にて上程することの提案があり、異議のな

いため一括上程とされました。
　初めに、中林邦友会長が令和４年度の事業計画案
について「昨年度はコロナ禍の影響により、ほぼ手
つかずとなっている議論や事業を今年はしっかりと
行っていきたい」と説明を行い、重点施策として、
①表示登記制度と土地家屋調査士制度の充実・発展
の為の一助となる活動を行う。②大阪会の組織・予
算のあり方を検討し、効率的な会務運営を行う。③
業務の拡大、新しいビジネスチャンスの探索、適正
な報酬により、会員の事務所経営の安定を目指す。
④積極的な広報活動を行うと共に、品位の高揚と資
質の向上につとめ、土地家屋調査士の社会的地位を
上げられるよう努める。⑤次世代の制度の担い手と

松島　稔 副会長

吉田　栄江 財務部長

中島　幸広 社会事業部長

山脇　優子 副会長

濵口　泰隆 業務研修部長

佐野　紀夫 監事

中林　邦友 会長

加藤　充晴 総務部長

和田　淸人 総務部副部長
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なる若い会員やこれから土地家屋調査士を目指す
人々の為の基盤作りを検討する。の５項目を掲げら
れました。その後、各部長から事業計画について、
それぞれ詳細な説明がなされました。続いて、第３
号議案の「令和４年度歳入・歳出予算案に関する件」
について吉田財務部長から説明が行われ、会場から
の要望に対して中林会長が答弁を行った後、採決に
入り挙手多数にて可決・承認されました。これで全
ての審議事項が無事終了し、拍手の中、両議長が降
壇されました。
　休憩をはさみ、午後３時30分より式典に移りま
す。拍手でご来賓の方々を迎え来賓紹介が行われま

した。山地修大阪法務局長から大阪法務局長表彰、
岡田潤一郎日本土地家屋調査士会連合会会長から連
合会長表彰および感謝状、中林会長から会長表彰の
授与があり、続いて長寿祝金の贈呈者（表彰者名簿
は別掲）の名前を読み上げられ、表彰式を終えまし
た。
　その後、山地修大阪法務局長をはじめとして、ご
来賓の方々よりご祝辞をいただき、多数頂戴しまし
た祝電を読み上げ、相澤褜雄副会長の閉会の辞を以
て、今年度の定時総会は無事閉会を迎えることとな
りました。

（社会事業部理事・小林俊彦） 

相澤 褜雄 副会長の閉会の辞

会員からの質問
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一．開　　会　　　
　　一．物故者に黙とう
　　一．開会の辞
　　一．会長挨拶

二．議　　事
　　一．議長選出・挨拶
　　一．議事録署名者選出
　　一．報告事項
　　　　　令和３年度　会務ならびに事業経過報告
　　一．議案審議
　　　　　第１号議案　令和３年度　決算報告に関する件（各特別会計を含む）
　　　　　第２号議案　令和４年度　事業計画案に関する件
　　　　　第３号議案　令和４年度　歳入・歳出予算案に関する件

三．式　　典
　　一．来賓紹介
　　一．表  彰  式
　　　　　　大阪法務局長表彰
　　　　　　連合会長表彰
　　　　　　連合会長感謝状
　　　　　　会長表彰
　　　　　　長寿祝金贈呈
　　一．来賓祝辞
　　一．祝電披露

四．閉　　会
　　一．閉会の辞

第 84 回定時総会　式次第

〔官公庁等公共機関〕
大阪法務局
　　局　　　　長　　　　　　山地　　修 様
　　民事行政部部長　　　　　　済田　秀治 様
　　同部総務課長　　　　　　芝　　正教 様
　　同部不動産登記部門
　　首席登記官　　　　　　　戸井　琢也 様

〔関連団体等〕
日本土地家屋調査士会連合会
　　会　　　　長　　　　　　岡田　潤一郎 様

（公社）大阪公共嘱託登記土地家屋調査士協会
　　理　 事  　長　　　　　　舩原　大弘 様
大阪土地家屋調査士協同組合
　　理　 事  　長　　　　　　辰巳　好数 様

大阪土地家屋調査士政治連盟
　　会　　　　長　　　　　　　加藤　幸男 様
顧問弁護士　　　　　　　　　　満村　和宏 様
顧問弁護士　　　　　　　　　　中村　好春 様
村井公認会計士事務所
　　公 認 会 計 士 　　　　　　　村井　一雅 様

〔友好団体〕
大阪弁護士会
　　副　  会  　長　　　　　　黒田　　愛 様
大阪司法書士会
　　会　　　　長　　　　　　香山　恭慶 様

（順不同）
ご来賓の皆さま
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大阪法務局長表彰状受賞者
中島　公司（　北　）	 小川　和德（中　央）
上田　大人（中　央）	 冨岡　　隆（中　央）
西田　修尋（大阪城）	 吉田　栄江（北河内）
橘　　泰弘（泉　州）

連合会長表彰状受賞者
【顕彰規程第５条表彰状】
小牧　主一（　北　）	 髙杉　直秀（　北　）
辰巳　好数（大阪城）	 梶谷　　信（北　摂）
土谷　　均（　堺　）	 西村　右文（泉　州）

連合会長感謝状受贈者
【顕彰規程第 7条第 1 項第１号感謝状】
〈日本土地家屋調査士会連合会の委員会委員等〉
西田　　寛（大阪城）

【顕彰規程第７条第１項第２号感謝状】
奥田　政雄（北河内）

会長表彰状受賞者
髙山　英樹（　北　）	 直木　　健（中　央）
宇都宮元太（中　央）	 請田　隆広（大阪城）
西川　和宏（中河内）	 二上　剛己（中河内）
大野いくみ（北河内）	 田中　秀典（　堺　）
坂田　宏志（　堺　）	 沼間　公朗（泉　州）
中山　武彦（泉　州）

長寿祝金贈呈
〈傘　寿〉
木村　敏幸（中　央）	 戸田　　博（中河内）
井上　清孝（北　摂）	 ⻆　　利男（　堺　）
安岡　捷二（　堺　）	 大野　準一（　堺　）

〈古　稀〉
重本　　徹（　北　）	 藤澤　　勤（　北　）
佐野　哲夫（中　央）	 西島　泰雄（中　央）
岡田　啓吾（大阪城）	 玉置　広和（大阪城）
江原　光治（中河内）	 冨田　泰治（北河内）
林　　貞夫（北　摂）	 馬場　雅貴（北　摂）
加瀬部　隆（北　摂）	 中山　髙良（　堺　）
大西　幸三（　堺　）	 木村　博宣（　堺　）
河内　修二（　堺　）	 土谷　　均（　堺　）
内村　和弘（　堺　）	 庄司　和彦（泉　州）
葊島　久夫（泉　州）	 西明寺講治（泉　州）
藤野　義弘（泉　州）	 古谷　　博（泉　州）

表彰を受けた人たち
（敬称略）

会長表彰状
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大阪法務局長表彰状

連合会長感謝状

連合会長表彰状

来賓の皆さまを壇上へお迎え
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　本日、ここに大阪土地家屋調査士会第84回定時
総会が開催されるに当たりまして、一言、お祝いの
言葉を申し上げます。
　大阪土地家屋調査士会並びに会員の皆様には、平
素から表示に関する登記事務手続をはじめとした法
務局が所掌する事務の適正・円滑な運営に、格別の
御理解と御協力をいただいており、この場をお借り
して、改めて深く感謝を申し上げます。
　また、表彰を受けられました会員の皆様は、永き
にわたり業務に精励され、土地家屋調査士制度の充
実・発展に大いに貢献されるなど、その御功績は誠
に顕著であります。改めて敬意を表するとともに、
心からお祝いを申し上げます。
　さて、一昨年から引き続く新型コロナウイルス感
染症の影響については、今後も当分の間続くのでは
ないかと考えられますが、当局においても我が国の
社会経済活動の基盤を担う民事法務行政の重要性を
認識し、感染の予防、感染拡大の防止に取り組みつ
つ、業務の停滞を回避すべく努力しているところで
す。
　また、近年、法務局に対する国民のニーズが多様
化している中にあって、様々な新しい課題にも取り
組んでいく所存ですので、引き続き、御協力を賜り
ますようお願い申し上げます。
　本日は、せっかくの機会でありますので、最近の
法務局に関する若干の事項についてお話しいたしま
す。
　まず、所有者不明土地問題への対応についてです。
　所有者不明土地問題は、政府の重要課題と位置づ
けられ、法務局におきましても様々な取組を進めて
いるところです。その一環として実施している表題
部所有者不明土地解消作業について、会員の皆様が
所有者等探索委員として、これまで培われてきた知
識や経験を大いにいかしつつ御尽力いただいている
ことに感謝申し上げます。
　なお、昨年４月には「民法等の一部を改正する法
律」と「相続等により取得した土地所有権の国庫へ
の帰属に関する法律」が成立・公布されたことによ
り、相続登記の申請義務化や所有者不明土地管理制
度の創設などとともに相続土地国庫帰属制度が創設

されました。
　今後、段階的に施行されるこれらの制度を国民の
皆様に分かりやすく周知しますとともに、円滑な事
務処理に向けた準備を進めてまいります。
　次に、登記所備付地図の整備についてです。地図
の整備は、「経済財政運営と改革の基本方針」に常
に明記され続けるなど、引き続き政府の重要政策の
一つに掲げられています。
　大阪法務局では、茨木市において従来型の作業を
実施するとともに堺市において大都市型の作業を実
施しているところです。今後も、会員の皆様の御支
援をいただきながら着実に進めてまいりたいと考え
ています。
　次に、筆界特定制度についてですが、大阪法務局
管内における申請件数は、制度発足から高水準を維
持しており、この制度が一定の評価をいただいてい
ることを示すものと考えております。円滑な筆界特
定制度の運営のため、引き続き筆界調査委員として
の御協力をお願いいたします。
　次に、オンライン申請の利用促進についてです。
　オンライン申請の利用状況につきましては、皆様
方の積極的な御協力により利用率が堅調に伸びてい
るところですが、全国的な状況を見ますと、いまだ
平均を大きく下回り、低調といわざるを得ない状況
にあります。オンライン申請がより増加しますと登
記完了の迅速化につながるほか、現在のコロナ禍に
おける感染リスクの回避、テレワークの推進の観点
からも、是非ともオンライン申請を最大限に御利用
いただきますよう、更なる御協力をお願いいたしま
す。
　ところで、令和元年に改正された土地家屋調査士
法においては、その第１条が改正されて、土地家屋
調査士の専門家としての使命が明らかにされました。
　皆様におかれましては、今後も、引き続き、土地
家屋調査士法第１条に規定される専門家としての使
命に基づき、国民生活の安定と向上に益々寄与され
ますよう、御期待申し上げます。
　終わりに、本総会の盛会を祝し、大阪土地家屋調
査士会のますますの御発展と皆様方の御健勝、御活
躍を祈念いたしまして、私の祝辞といたします。

大阪法務局長　　山地　修
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　本日ここに、大阪土地家屋調査士会第84回定時
総会が開催されましたことに、まずもってお慶びと
お祝いを申し上げます。
　また、日頃から中林会長を始めとして、役員の皆
様、そして、会員の皆様には、日本土地家屋調査士
会連合会の会務運営にご理解ご協力をいただいてお
りますこと誠に心強く感謝を申し上げます。
　いまだ終息しない新型コロナウイルス感染症は、
令和三年度における土地家屋調査士会の活動にも大
きな影響を及ぼし、土地家屋調査士会におかれては
大変厳しい状況での会務運営や事業への取組を余儀
なくされたものと思いますが、あらゆる視点からの
検討と創意工夫により最大限の力を尽くされたこと
と拝察し、改めて感謝を申し上げます。
　当連合会におきましても、同様に活動が制限され
る状況ではありましたが、昨年の定時総会において
選任された役員の一人一人が共通の認識をもって事
業計画に取り組み、おおむね当初の目的を達成でき
たものと考えております。この場をお借りいたしま
して厚く御礼申し上げます。
　令和四年度は、「新たな制度環境の共有」を基本
方針に据えたいと考えております。土地家屋調査士
一人一人が、不動産の表示に関する登記申請及び土
地の筆界を明らかにするための業務を遂行すること
により、不動産を明確にし、社会に安定した生活を
提供する職責を全うするために活動します。この共
有は、制度の歴史と情報を共有することにより、意
識の共有から行動の共有へと進化することで未来を
共有することができるという考えの下、全国の土地
家屋調査士会及びその会員はもちろんのこと、国
民、政治、行政、関連団体、学術分野及び制度に関
わる全ての人や組織との共有を意味します。当連合
会は、全国の土地家屋調査士会とその会員を下から
支える存在で在り続け、社会の様々な動きと価値観
や思考枠組みの変化に対応するため、新しい業務形
態の構築も視野に入れ、職業としての魅力を強く広
く社会へ発信します。
　そのために、次の六つの事項を柱として取り組ん
でまいりたいと考えております。
　まず、この度の民法・不動産登記法等の一部改正
及び相続土地国庫帰属法の制定により、土地家屋調

査士は土地の境界に関する実務の担い手として、積
極的に関与していく必要があることから、不動産に
関する権利の明確化を通じて、不動産の適正な管理
や利用への更なる提言等を行っていきたいと考えて
おります。
　次に、所有者不明土地問題及び空き家問題への対
応として、財産管理人等との連携を図るだけでな
く、急務となっている新たな財産管理制度を担う人
材育成にも注力する必要があると考えております。
また、所有者探索委員についての現状と課題を把握
した上で法務省との協議を継続してまいります。
　続いて、研修・研究制度の拡充ですが、土地家屋
調査士制度の充実・発展においては、専門職能を有
する土地家屋調査士が質の高い業務を維持し続ける
ことが必須であり、そのためには自己研鑽が不可欠
です。年次研修、新人研修及び特別研修は、土地家
屋調査士制度にとって非常に重要な意味を持つ研修
であり、これらの研修を充実させる必要な方策を実
施してまいります。また、研究に関しては、将来に
おける様々な制度の改革により、土地家屋調査士会
員の日々の業務に支障が生じないよう十分な準備を
常時行う必要があると考えております。これを実現
するためにも、中長期的な視点で研究を行い、シン
クタンク機能を担う「（仮称）土地家屋調査士総合
研究所」の 設立を目指します。
　次に、地図づくりへの積極的な参画ですが、土地
家屋調査士の日々の業務に最も近接した社会貢献で
あることはご承知のとおりです。当連合会は、地図
づくりの担い手であり高度な知見と技術を持つ土地
家屋調査士の立場から、経済効果や事前復興などの
多角的な視点による地図づくりの有用性と重要性を
強く広く社会に発信するとともに、地図作成予算の
拡充の必要性についても政府に要望し続けていく考
えです。
　続いて、近時、専門資格者の社会的評価は、社会
への貢献活動が必須であると考えます。当連合会で
は、これまでも様々な社会貢献事業を土地家屋調査
士会にお願いしてきたところですが、SDGｓをも
念頭に入れつつ、狭あい道路解消のための提案をは
じめ、土地家屋調査士の能力を最大限活用した社会
貢献の在り方とその方策を考え実施したいと考えて

日本土地家屋調査士会連合会 会長 　岡田　潤一郎
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おります。
　最後に、当連合会の会務運営について、丁寧かつ
謙虚な対応を意識し、可能性を見いだし、全国の多
様な実情を踏まえた運営に尽力してまいります。こ
れにより、土地家屋調査士会全体で協調し、信頼と
参加が生まれる体質を醸成することができるものと
確信しております。
　土地家屋調査士制度が社会において必要不可欠で
在り続けるには、その期待や要請に適時適切に応え
ていかなければなりません。当連合会は、土地家屋
調査士政治連盟との連動を更に深め、土地家屋調査

士制度の充実・発展に向けて全力で取り組み、役員
一丸となって邁進する覚悟でおります。
　また、隣接法律専門職たる専門資格者としての地
位を揺るぎないものとするためにも、会員の力を結
集する必要があると考えております。
　今後とも大阪土地家屋調査士会及び会員の皆様の
一層のご理解とご協力更にはご提言も賜りたくお願
い申し上げます。
　結びに当たり、本日ご列席の皆様のご健勝と大阪
土地家屋調査士会の益々のご発展を祈念し、お祝い
の言葉といたします。
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　令和４年度北支部定時総会は、５月13日（金）
午後４時から大阪駅前マルビル大阪第一ホテルで開
催されました。
　新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、前
年に引き続き来賓招待は行わず支部会員のみ出席
し、ZOOM参加も可能とするハイブリッド方式で
行いました。出席会員は委任状提出者74名を含ん
で103名となりました。
  大久保総務部幹事の司会のもと、中川正幸副支部
長による開会の辞、物故者に黙とう、佐々木支部長
の挨拶、支部長表彰と続き、中島会員が議長に選出
されて議事に入りました。
　まず、支部長と各部担当副支部長が令和３年度支
部事業報告を行い、拍手多数により承認されまし
た。続く第１号議案令和３年度決算並びに監査報告
は、挙手多数により承認されました。

令和4年度 支部総会報告令和4年度 支部総会報告令和4年度 支部総会報告

社会事業担当副支部長
　塚田　徹

北 支 部

　第２号議案令和４年度事業計画案、第３号議案令
和４年度予算案については、いずれも原案どおり挙
手多数により可決承認されました。
　第４号議案において、「副支部長欠員に伴う後任
者選任の件」の審議がなされ、役員選考委員会から
後任として金城一史会員が選任されたことが報告さ
れ、拍手多数により承認されました。
  以上で議事が終了し、松川副支部長による閉会の
辞をもって総会は終了しました。
　例年であればこの後懇親会を開催するところです
が、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から懇
親会を開催することなく終了しました。
　昨年度は新型コロナウイルスの影響で、計画しな
がら開催できなかった事業もありましたが、本年度
はなんとか支部会員の帰属意識向上、行きたい！と
思っていただける事業執行を目指して頑張っていき
たいと思います。
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　令和４年５月18日（水）、大阪土地家屋調査士会
大阪城支部定時総会が、「ミライザ大阪城」にて開
催されました。
　定刻の午後５時00分、沖津実郎会員が司会を務
め、次第に従い物故者へ黙祷をささげた後、石塚洋
副支部長の開会の辞、西田修尋支部長の挨拶、慶祝
金贈呈と続き、議長には中原亨会員と久保尚之会員
が選出され、令和３年度会務、事業経過報告及び監
査報告がなされ拍手多数で承認を得た後、議事に入
りました。
　ここで当日の出席会員数の確認が行われ、支部会
員134名に対し、出席会員数39名、委任状提出者
53名、合計92名で支部規定により定足数を満たし
総会が有効に成立することが確認されました。
　第１号議案　令和３年度収支決算承認の件及び第
２号議案　令和３年度支部財政調整資金特別会計決
算承認の件は一括審議となり、挙手多数により承認
されました。
　続いて、第３号議案　令和４年度事業計画案審議
の件及び第４号議案　令和４年度収支予算案審議の
件についても一括審議となり、同じく挙手多数にて
可決承認されました。
　以上のとおり、審議事項については滞りなく審議
が終了しました。
　続いて、西田修尋支部長からの新入、転入会員の
紹介、中林邦友会長から挨拶、松島稔副会長、濵口
泰隆部長から本会からの報告があり、請田隆広副支
部長の閉会の辞をもって閉会となりました。
　本年も、昨年に同様、新型コロナウイルス感染拡
大の状況を十分に考慮したうえでの開催でしたので
ご来賓の出席はなく支部会員のみで行いましたが、
無事に支部総会が開催できました。

　令和４年度の中央支部の総会は令和４年４月22
日（金）午後４時より阿倍野区の「都シティ大阪天
王寺 吉野の間」にて換気等コロナ対策をとりなが
ら、万全を期し開催いたしました。
　北山以珠美会員の司会進行のもと、物故者への黙
祷を捧げた後、松本博樹副支部長による開会の辞、
続いて執行部を代表して延山奎柄支部長が挨拶を行
いました。
　山本功二会員が議長に選出され、議事録作成者に
松内正樹会員、議事録署名者に岡田真一会員、片岡
美穂会員がそれぞれ指名され、議事に入りました。
第１号議案　令和３年度収支決算報告に関する件、
第２号議案　令和４年度事業計画（案）に関する件、
第３号議案　令和４年度収支予算（案）に関する件
が、それぞれ承認可決されました。
　全議案の審議終了後、平野和昭会員の閉会の辞を
もって総会は終了しました。

社会事業担当副支部長
請田隆広大阪城支部社会事業担当副支部長

阿部孝信
中央支部



第346号 15令和４年７月

　まず、令和３年度事業報告が、各部からなされた。
次に、議案審議に移り第１号議案（令和３年度収
支・決算報告に関する件　同監査報告）、第２号
議案（令和４年度支部会費に関する件）、第３号
議案（令和４年度事業計画案に関する件）、第４
号議案（令和４年度事業予算案に関する件）と議
事が進められた。
  各議案につき執行部より議案説明がなされ、更に
議長による明確な議事進行も加わり、挙手多数の賛
成により、全議案は承認可決された。
　以上により議案審議はすべて終了した。
　一時休憩ののち、支部会員の慶弔報告がなされ、
その記念品贈呈が米山支部長よりなされた。
　次に、転入・新人会員の紹介がなされたのち、令
和４年度支部役員の紹介がなされた。
　最後に、古屋禎孝副支部長の閉会の辞のもと、総
会は無事終了した。
　なお、例年であれば続いておこなわれる懇親会で
あるが、残念ながら本年度も開催されることはな
かった。 

概ねは例年通りの開催にて承認可決

　令和４年度中河内支部定時総会は令和４年５月
13日（金）、午後４時30分よりシェラトン都ホテル
大阪 大和の間（西）において、支部会員102名の
うち、当日出席者57名、委任状提出者35名を得て
開催された。ご参考までに申し上げると、令和２年
度は「書面及び澪標ネットを使用しての議案審議」
であり、令和３年度は大阪土地家屋調査士会館にお
いて「委任状提出推奨、少人数による規模縮小開催」
であった。
　始めに、小西修平幹事の司会のもと物故者に対し
て黙祷がおこなわれた。
  次に、森山泰久副支部長より開会の辞の挨拶がな
された。
　続いて、例年ならばご来賓のご紹介がなされると
ころであるが、今年度はそのご招待を見合わせるこ
ととなった。
　次に、米山太一郎支部長の挨拶の後、議長に八幡
憲一会員、伊藤友輔会員が選出され両議長のもと議
事に入った。

社会事業担当副支部長
森山泰久

中河内支部



16 第346号令和４年７月

ていき、すべての議案は無事可決となり、第71回
定時総会は全ての予定が滞りなく行われ、支部規定
に則り閉会しました。
　通常ですと、その後の懇親会にて料理とお酒を楽
しみながら、会員同士の交流を深めることができる
のですが、こちらについてもコロナ禍ということも
あり、開催することができませんでした。
　しかしながら、昨年度、一昨年度と、コロナ禍に
よる通常開催ができなかったこともあり、久方ぶり
にお会いする先生方もおられ、総会を行うことによ
る意味や、「よし！今年度もがんばるぞ！」といっ
た気合も入れることができ、大変有意義な総会で
あったと思っております。
　この度の新型コロナウイルスの感染拡大により、
私たちの生活や業務は大きな影響を受けておりま
す。又、その影響を受けて、生活や業務に不安やス
トレスを感じておられる方も少なくないと思いま
す。
　一日も早い終息と、皆様のご健康を心よりお祈り
申し上げ、報告とさせていただきます。

　第71回北河内支部定時総会は、令和４年４月28
日（木）午後３時から「枚方ビオルネ・ヴィーゴ」
において開会しました。
　本年度は、新型コロナウイルスを鑑み、来賓のご
招待を見合わせております。
　前年度までは「ホテルアゴーラ大阪守口」を会場
としてきており、今回の「枚方ビオルネ・ヴィーゴ」
は初めての会場となりました。前もっての会場の下
見、レイアウト等を考え、いざ設営を開始しました
が、なかなか思った通りにはいきません。前年度ま
ではホテルでの開催であり、会場設営はお任せ（当
然費用は発生している）でした。今回はスペースの
みのレンタルであり、マイクテストから国旗と支部旗
の掲揚、お茶の配布等、全てがセルフ（費用はその
分安価）であり、とまどいながらもなんとか設営を
完了させ、参加者をご案内することができました。
　午後３時に開会され、緊張した空気の中、議場よ
り議長が選任され、執行部より事業報告、決算報告
に続き、事業計画、事業予算案が提案されました。
　特に質問、意見等は無くスムーズに議事が進行し

社会事業担当副支部長
大津拓馬

北河内支部
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　議事の内容は以下の通りです。
第１号議案�『令和３年度　収支決算報告並びに同監

査報告承認に関する件』
第２号議案�『令和４年度　事業計画案承認に関する

件』
第３号議案『令和４年度　予算案承認に関する件』

以上の議案は賛成多数により承認・可決されました。
　その後、古希及び傘寿の会員への記念品の贈呈を
行い、財務担当副支部長の石長川勝博会員の閉会の
辞をもって、支部総会は閉会となりました。
　３年ぶりの全員参加型での総会でしたが、近況報
告や情報交換など、対面で会話ができることのあり
がたさを感じ、有意義な時間となりました。
　今年度は、来賓のご招待及び懇親会の開催は自粛
しましたが、来年度は盛大に支部総会を行えること
を期待しています。

　令和４年５月20日（金）午後４時より、高槻市
にあるアンシェルデ・マリアージュにおいて令和４
年度大阪土地家屋調査士会北摂支部の定時総会が開
催されました。
　この２年間は新型コロナウイルスの影響により、
縮小での開催でしたが、３年ぶりに全会員参加型で
の開催となりました。（会員総数147名のうち出席
者39名、委任状提出者78名）
　総会の司会進行は中川繁会員が務め、厚生担当副
支部長の朝日一真会員の開会の辞の後、黒田聡支部
長による挨拶、祝電の披露を行い議事へと進行しま
した。
　議事進行にあたり、議長は司会者一任の声が上が
り、山田直樹会員が選出されました。

広報担当副支部長
　吉田孝信

北摂支部
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　中村議長のスムーズな進行により、令和４年度の
堺支部総会も無事終了する事ができました。
　今年度はいったいどういう年になるのか、まだま
だ状況が予想できない中、支部運営をどういった形
で進めていくのか、各部事業を執り行う執行部他各
役員の方々が今後試行錯誤し、一丸となって支部を
取りまとめ牽引し、土地家屋調査士会が繁栄できる
未来を祈念いたします。

総会決議結果
第１号議案　�「令和３年度収支決算報告、同監査報

告」承認可決
第２号議案　「令和４年度事業計画に関する件」
　　　　　　承認可決
第３号議案　「令和４年度収支予算の関する件」
　　　　　　承認可決

　令和４年４月28日（木）17： 30～堺市民芸術文
化ホール（フェニーチェ堺）にて、令和４年度堺支
部総会が開催されました。新型コロナウイルス感染
拡大防止のため、今回も通常より規模を縮小して開
催する事となりました今回の支部総会。会員の方々
にも来場を控えて頂き、極力、委任状を提出いただ
くよう事前に御案内を致しました。通常なら支部総
会後に開催する懇親会も今回は中止となりました。
また、昨年同様、YouTubeによる生配信により、
総会の模様を遠隔地からでもリアルタイムにご覧い
ただけるよう、支部役員メンバーの準備により会場
の状況が動画配信されました。
　議長の指名が司会者からあり、中村憲夫会員が議
長に選出されました。

　その後、執行部から、会場出席者20名、委任状
101名（支部会員151名）である事の報告がなされ
議事が進行し、議事録署名者選出、令和３年度会務
並びに事業経過報告が執行部からあり、審議事項で
ある第１号議案から第３号議案までの審議も承認さ
れました。

広報担当副支部長
白井康之

堺 支 部
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　令和４年度泉州支部定時総会は４月28日（木）
午後４時00分から岸和田市の南海波切ホールにて
開催されました。総会の進行は黒田成宣総務担当副
支部長が務め、向井常能研修担当副支部長の挨拶で
開会しました。
　例年であればここで来賓の紹介となりますが、本
年度は新型コロナウイルス感染症予防のため元々来
賓をお断りしておりましたので、本総会では来賓は
ありません。また、本年度はハイブリッド方式を採
用し、会場の様子を ZOOMでの視聴も可能にしま
した。
　逵光隆支部長の挨拶のあと、本会出向者（塩田征
司理事、石川貴之理事）から昨年度の活動報告がな
されました。
　議事進行にあたり、議長は西村右文会員が選出さ
れ、暫時休憩後、議長から定足数の確認がなされま
した。
　会員総数75名中、出席者22名、委任状提出者45
名、ZOOM視聴者（委任状提出者に含む）４名、支
部規定により議決権を有することを確認しました。

　議事録署名者には岡田重喜会員・雪本栄会員が選
出されました。
　「令和３年度会務並びに事業経過報告」が各部副
支部長よりあり、出席会員に了承され議案審議に移
りました。
　第１号議案では谷英史財務担当副支部長から決算
報告があり、庄司和彦監査から正確かつ適正である
ことが報告されました。第２号、第３号議案は一括
審議となり、令和４年度事業計画案、予算案は全会
一致で承認可決しました。第４号議案の支部規則改
正に関しても、承認可決されました。
　以上で審議は無事終了しました。そして、中山武
彦業務担当副支部長の閉会の辞をもって支部総会は
閉会となりました。
　残念ながら本年度も懇親会の開催は行わず、総会
の開催だけとなりましたが、来年こそは懇親会を開
催し、支部会員の親睦を深めたいと思います。

広報担当副支部長
　堀川経希

泉州支部
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大阪法務局　着任の御挨拶

大阪法務局長　
　山地　修

　４月１日付けで大阪法務局長に任命され、大阪地
方裁判所第７民事部（租税・行政部）から着任いた
しました山地と申します。どうぞよろしくお願いい
たします。
　私は、香川県の出身で、平成７年に裁判官に任官
し、その後、27年間民事事件を中心に裁判を担当
してきました。初めて単独事件で書いた判決は、長
期未済（約９年係属）の境界確定事件でした。そ
の後も、大阪地方裁判所第10民事部（建築・調停
部）を始めとして、各地の裁判所で、多くの境界確
定事件を担当する機会に恵まれ、土地家屋調査士の
皆様に、鑑定人、専門委員、調停委員として御尽力
いただきながら、困難な事案の解決に努めてまいり
ました。
　さて、大阪土地家屋調査士会及び会員の皆様に
は、日頃から、表示に関する登記を始めとして、登
記事務の適正・円滑な運用に多大な御協力をいただ
いておりますことを、厚く御礼申し上げます。皆様
の御理解・御支援の下、都市部地図混乱地域におけ
る登記所備付地図（法14条地図）の作成・整備作
業も、順調に進行しております。
　また、筆界特定制度について、当局では、この数

年、毎年約300件の申請がされております。このよ
うに多数の申請がされていることは、この制度に対
する信頼が得られ、当局の制度運用が一定の評価を
いただいていることを示すものと考えております。
　あわせて、登記のオンライン申請につきまして
も、既に広く御利用いただいているところではあり
ますが、利便性の高いものですので、なお一層御活
用いただきますようお願いいたします。
　ところで、いわゆる所有者不明土地問題は、東日
本大震災後の復興事業の過程において広く認識され
るようになり、政府全体で取り組むべき喫緊の課題
であるとされております。法務局におきましても、
相続登記の促進に向けた取組、長期相続登記等未了
土地の解消に向けた取組、表題部所有者不明土地
の解消に向けた取組等を行っているところです。ま
た、所有者不明土地の発生の予防と、既に発生して
いる所有者不明土地の利用の円滑化の両面から、
総合的に民事基本法制の見直しを図るため、「民法
等の一部を改正する法律」（令和３年法律第24号）
及び「相続等により取得した土地所有権の国庫への
帰属に関する法律」（令和３年法律第25号）が制定
されたところです。当局といたしましても、所有者不
明土地問題に対応するため、新しい制度を国民の皆
様に分かりやすく周知するとともに、これまでの取
組を継続・発展していきたいと考えております。
　以上のとおり、当局におきましては、国民の期待
と信頼に応えるため、職員一同、不動産登記等の各
種業務に取り組んでおりますので、引き続き、大阪
土地家屋調査士会及び会員の皆様の御支援・御協力
を賜りますよう、お願いいたします。
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大阪法務局
　　民事行政部長

　済田  秀治

　本年４月１日付けの人事異動により、大阪法務局
民事行政部長を拝命しました済田です。どうぞよろ
しくお願いいたします。
　大阪土地家屋調査士会並びに会員の皆様方には、
平素から登記業務を始めとする当局の所掌業務の円
滑な運営につきまして、多大な御理解と御協力を賜
り厚く御礼申し上げます。
　まず、簡単に自己紹介をさせていただきますと、出
身地は北海道函館市で、函館地方法務局に採用され
た後、これまで法務本省のほか東京法務局、神戸地
方法務局、奈良地方法務局での勤務を経て、この度、
大阪法務局で勤務することになりました。北海道の
出身ではありますが、縁あって関西での勤務は３か
所目となります。皆様の御協力をいただきながら、
円滑な業務運営に努めてまいりたいと思います。
　さて、皆様も御承知のとおり、不動産取引の活性
化等を図る上で登記所備付地図の整備の重要性がま
すます高まっており、「経済財政運営と改革の基本
方針2021」にも明記されるなど、引き続き政府の
重要施策の一つに掲げられています。
　大阪法務局では、茨木市において従来型の登記所
備付地図作成作業を実施するとともに堺市において
大都市型の登記所備付地図作成作業を実施している
ところです。今後も、会員の皆様の御支援をいただ
きながら着実に進めてまいりたいと考えています。
　また、地図の整備と同様に法務局の重要課題とさ
れ、近年、様々な取組を進めているのが所有者不明
土地問題の解消ですが、その一つとして表題部所有
者欄の氏名・住所が正常に記録されていない登記を
解消するための取組である「表題部所有者不明土地
解消作業」の実施に当たりましては、土地家屋調査
士の皆様が所有者等探索委員として必要な調査に御
尽力いただいていることに感謝申し上げます。
　そして、令和３年４月には、「民法等の一部を改正

する法律（令和３年法律第24号）」及び「相続等に
より取得した土地所有権の国庫への帰属に関する
法律（令和３年法律第25号）」が成立・公布されまし
た。これにより、相続登記の申請や住所変更登記の
申請が義務化されるとともに同手続の簡素化・合理
化が図られるほか、相続又は遺贈によって土地の所
有権を取得した者が法務大臣の認可を受けてその
土地の所有権を国庫に帰属させる制度（相続土地
国庫帰属制度）が創設されました（相続登記の義務
化は令和６年４月１日に、相続土地国庫帰属制度は
令和５年４月27日に、住所変更登記の義務化は令
和８年４月までに、それぞれ施行されます。）。
　法務局としましては、これらの制度を国民の皆様に
分かりやすく周知しますとともに円滑な事務処理に向
けた準備を適切に進めてまいりたいと考えています。
　ところで、新型コロナウイルス感染症は、その流
行の始まりから２年を経過しましたが、感染の終息
はいまだに見えてこない状況が続いています。当局
においては、職員の感染拡大防止対策を講じつつ
も、引き続き、業務の停滞を回避するための最大限
の努力を尽くしていきたいと考えていますところ、
皆様方に更なる御協力をお願いしたいのが、登記の
オンライン申請の利用についてです。
　登記のオンライン申請につきましては、皆様方の
日頃からの積極的な御協力により、利用率は堅調に
伸びているところですが、全国的な状況を見ますと
残念なことに平均を大きく下回り、低調といわざる
を得ない状況にあります。
　現在も引き続くコロナ渦においては、感染リスク
回避、テレワークの推進の観点から、登記所に来庁
することなく手続を完了することができるオンライ
ン申請を是非とも御利用いただきたいと思います
し、オンライン申請がより増加すれば登記完了の迅
速化につながります。まだ御利用されていない会員
の皆様におかれましては、可能な限り早期に利用を
開始していただきまして利便性を実感していただき
たいと考えております。引き続きオンライン申請の
推進につきまして御協力いただきますようよろしく
お願いします。
　終わりに、大阪土地家屋調査士会のますますの御
発展と会員の皆様方の御健勝、御活躍を祈念いたし
まして、着任の御挨拶とさせていただきます。
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　令和４年２月25日（金）1８時より「令
和３年度第三回会員研修会」がオンラ
インにて開催されました。
　今回の研修は、「筆界（専門家）につ
いて」と題して、堺支部の⻆利男先生に
ご講義いただきました。
　皆さんご承知のとおり、令和2年の調
査士法の改正により第1条が目的規定
から使命規定に改正され、調査士は筆
界を明らかにする専門家と明記されまし
た。そこで、今回改めて「筆界」につい
て考えるという趣旨にて研修が始まりました。
　筆界の中でもいわゆる原始筆界について、当時の
地券や条例文を用いて詳しく解説いただきました。普
段の業務で何気なく調査している分筆申告図、昭和
54年１月１日以前に提出された分筆図などについて詳
しく解説いただくことにより、改めてそういった時代に
作製された背景（昔は地積更正登記のハードルが高い
ため、更正をしなくてもよいように地積を合わせて図
面を作成していた等）を「考える」と気が引き締まり
ました。

　また、尺貫法についても詳しく解説いただき、間（け
ん）単位で作成されている図面をメートル単位に換算
した場合、元の図面がどの単位（歩までなのか厘まで
なのか）まで記載されているか、またメートルに換算
しても尺貫法で作成された図面であることを考慮して
検討する必要があるとおっしゃられて、非常に勉強に
なりました。

（社会事業部理事・玉置直矢） 

令和３年度　第三回会員研修会

森次業務研修部副部長 中林会長 松島副会長

堺支部　⻆講師
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　令和４年３月23日（水）17時30分より「令和３年度
第四回会員研修会」がオンラインにて開催されました。
　今回の研修は、「適正な報酬額について～土地家屋
調査士倫理からの考察～」と題して、大阪土地家屋
調査士会の能勢専務理事にご講義いただきました。

　まず初めに、調査士会の会則、倫理規程や民法な
どの他の法律から考える報酬額の適正についてご説
明いただきました。また、報酬体系の変遷ということ
で、調査士が誕生した昭和25年から報酬規定が撤廃
された平成14年までの歴史についてもご紹介いただ
きました。昭和25年当時は、調査士会は強制会では
なく、報酬規定も支部ごとに定められていたと聞き、
大変驚きました。当然地域によって報酬にばらつきが
あり、その後連合会によって全国的に統一されたとの
ことでした。

令和３年度　第四回会員研修会

中林会長 講師　能勢専務理事

　後半は、普段から本会への色々な問い合わせをご
対応されている専務理事ならではの視点でご講義い
ただきました。金額についての問い合わせも多いとの
ことで、具体的な事例を用いて、会員が疑問に思って
いることや判断に悩むような、他人にはなかなか相談
できないような内容についてご考察いただきました。
　研修会を受講し、コミュニケーションが大事である
と改めて感じました。見積項目の説明も自身では当た
り前と思っていることでも、一般の方には理解できな
い内容ももちろんありますので、丁寧に説明しお互い
が納得することで、意見の食い違い等を防止できると
思いました。能勢専務理事の研修は、言われると当
たり前のことではあるのですが、その当たり前を、時
には考える必要があるといつも感じさせられます。

（社会事業部理事・玉置直矢）
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　過日、大阪会にて設置しました RTK基準局の使用方法について誌面をお借りして説明させて頂きます。実
際に使って頂ける人が増えますよう、極力平易に説明するよう心がけます。とはいえ、どうしても説明が長くな
ります。最後までお読み頂ければ幸いです。

　まず始めに RTKとは干渉測位キネマティック法の内、リアルタイムキネマティックの略です。と、普通に書くと、
いきなり分からない説明となってしまいますので、実際の使用方法に即して説明していきます。

１　受信機、アンテナ、ソフトの準備
　　受信機には、U-blox社の F9Pという２周波受信チップを使用した物を使用します。
　　例）トラ技2周波 RTKスタータ・キット（CQ出版社製）

ソフトは、東京海洋大学 高須知二先生が無料で公開されている RTKLIBが利用可能です。しかし、釧路土地
家屋調査士会十勝支部　中村　浩司先生が RTKLIBを基に調査士業務用に改良した、RTKLIB 2.4.3 b33（改）
を公開してくれていますのでこちらを利用することとします。
https://www.n-survey.com/gis/rtklib/index.htm

アンテナは上記のものであればとりあえず必要ありません。
別途用意するのであれば国内では Amazon、Yahoo shop等で取扱があります。
例）測量用多周波（Ｌ１、Ｌ２）RTKGPS/GNSSアンテナ

資料センター運営委員会

本会設置RTK基準局の使用方法について

https://shop.cqpub.co.jp/hanbai/books/I/I000316.htm
　　価格46,200円(税込)

　GPS/GLONASS/Galileo/QZSS/Beidou受信可能

https://store.shopping.yahoo.co.jp/geosense2/jca228b.html
　　　JCA228B　PCV補正対応

　　　ジオセンス社　販売
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　計測画面は、大阪会基準局（mountpoint otkck）と旧大阪市立大学設置の基準局（mountpoint OCU_
okujo）との基線ベクトルを計測（17km 17256m）しています。
　前述のソフトには、基準局設置に必要となるスタティック計算、セミダイナミック補正のソフトも含まれます。

と、ここまで原稿を書いている最中に、朗報が来ました。
　ビズステーション株式会社の GNSS ２周波受信機 RWXが令和４年５月17日　国土地理院のＧＮＳＳ測量機
１級登録機器となりました。
　（https://psgsv2.gsi.go.jp/koukyou/kihon/kisyu/gnss-1.htm#attentionの一番下の欄です。）
　上記のように、受信機、アンテナ、ソフトを個別に用意する必要が無くなりました。
　登録された事により従来の測量機器メーカの物と同様に使用でき、且つ非常に安価な製品です。解析ソフト
も付属しております。こちらについて、少し紹介しておきます。（特定の機種を推奨する訳ではありません。）

RTKLIB 2.4.3 b33（改）
　　10エポック計測後の座標値記録、simaを読み込みと境界点の探索機能が有ります。

プロット画面（一マス２mm） 基線ベクトル計測
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　こちらの機種は、以前、各種講座で講義頂きました茨城会の高島先生が製品に対するアドバイスを行っており、
国土地理院への登録にも協力されたとの事です。

　この機材のみで、会館基準点を利用した RTK-GNSS測量が利用可能となります。

受信機、アンテナ、バッテリーの一体型
Bluetooth通信で Androidスマートフォンから
コントロールします。
基準局・移動局の双方に対応します。
アンテナは PCV補正データも存在します。

　こちらが、スマートフォンのコントロール画面です。
使用に際しては多少の知識が必要となりますが、ビ
ズステーション株式会社はもともとモータースポーツ
向けに、ラップタイム、走行軌跡を記録する為に製
品を提供しており、測量関係者以外が利用する様に、
非常にわかりやすくＨＰ・ブログ等で使用方法を解
説しています。

国土地理院　GNSS測量機１級(登録番号　223）

ビズステーション株式会社製
GNSS２周波受信機　　RWX
https://www.bizstation.jp/ja/drogger/package_index.
html?tab=rwp

https://drogger.hatenadiary.jp/　解説ブログ
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　話を戻します。
　会設置基準局を利用した RTK-GNSSにはインターネットを介した、補正情報のやり取りが必要となります。
この補正情報は、一般的に基準局→ NTRIP CASTER（補正情報をインターネット上に配信するサーバーとでも
言えば理解しやすいでしょうか）→移動局の順でインターネットを介して送られます。（大阪会の基準局は上図
の RTK2go.comという、無料の配信サーバーを利用しています。）
　RTK-GNSSでは誤差原因となる電離層遅延、対流圏遅延は、基準局と移動局の距離が近いほど小さくなり、
離れれば大きくなります。
　一般的には両局の間は10km ～15km程度が実用範囲とされています。（状況により、実際はそれ以上でも
Fixします。）大阪府全域をカバーするには、あと数局必要となります。
　実業務への利用は、少し先の話となりますが、（連合会にて、認定登記基準点、民間電子基準点を併用し
て業務への利用を、法務省と交渉中との事です。）ドローン測量での対空標識の設置、現況測量図を、GISソ
フトへ読み込み位置合せ、過去の測量データを一括管理する為、世界測地系への変換、基準点、境界点探索
など現状でも様々な活用方法が有ります。こういった用途では、配信事業者の利用料を気にしながら使用する
事も無くなりますので、基準局設置にご協力頂けます事務所様が有りましたら、お申し出頂ければ幸いです。

（資料センター運営委員・西村　右文）

基準局設置概念図 QGISを利用した過去データの一元管理
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北摂支部　寺小屋北摂支部　寺小屋

　５月１日（日）、茨木市福祉文化会館にて北摂支
部寺子屋が開催されました。参加者は、本会会員５
名と会員以外３名でした。

　第一部：法務局備付地図訂正の実務
　第二部：地図混乱地区の地図訂正申出の実例
　第三部：播磨名所巡覧図絵の実査について
　楽しく学びました。
　初参加の牧野会員から、次のような感想をいただ
いております。

　以前から興味のあった勉強会に本日参加させて
頂きました。
　今までは入会数年目の私にとっては少々ハード
ルが高い会であろうと思い参加を躊躇しておりま
したが、この度支部からのFAXでご案内頂き初参
加させて頂いた次第です。
　経験豊富な先輩の先生方の貴重なお話を拝聴す
ることができ、又若年、初参加の私にも気さくに話
しかけていただけるような雰囲気の会でありまし
た。当勉強会に少しでも興味のある先生は一度参加
されてみてはいかがでしょうか？

北摂支部・牧野晃一会員

　次回は、８月28日（日）午後１時から茨木市福
祉文化会館201号室で開催します。
　テーマは、「筆界の成り立ちと地図の作成（筆界
と地図は、誰が・何のために・どんな方法で確定し・
作成したのか？）」と「播磨名所巡覧図絵の実査」
の続きを予定しています。
　また、10月か11月には、秋の課外研修として「播
磨名所巡覧図絵」から兵庫津を巡る計画をしていま
す。
　どなたでもご参加いただけます。多くの会員の参
加を期待しております。

（北支部・和田淸人）
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　厳しいコロナによる制限を強いられていて、よう
やく制限が解除された令和４年３月26日（土）午
前10時30分から、「中央支部お花見の会」を、大
阪城西の丸庭園にて開催予定でした。
　朝から、生憎の雨模様で、開催が危うい状況でし
たが、開門１時間前から、門の前で待ちました。
　桜の美しい頃であるのに、開門を待っているの
は、私達だけ。

　この時期には、人が溢れているのに、見たことの
無い光景です。
　門の前にある看板に、「シートを敷いての飲食は
禁止」等の悲しいお知らせが書いてありました。
　看板を見る執行部の後ろ姿が何とも、寂しそう。
　それでも、まだ少しの希望を抱いて待っていまし
たが、開門と同時に出て来られた女性から、「中で
は、シートを敷いての飲食は、一切禁止です。」と
最後通告をされました。
　大阪城が駄目なら、別の場所でとも考えました
が、適当な場所を見つける事が出来ず、ここで、支
部長は、お花見会は中止という悲しい決断を下され
ました。

　参加表明をして頂いていた会員が来られるのと注
文していたお弁当が届くのを待つことにしました。
　「お弁当は何処に頼んだの？」
　「中納言です。」
　「エッ？あの海老の中納言？」
　「そうです。海老の中納言です。」
　こんなやりとりを、厚生担当窪田副支部長としま
した。
　大阪城まで、お弁当を届けて下さるとか…。
　中納言が、行楽用のお弁当を作る事や、それをデ
リバリーして下さる事に、非常に驚きました。
　これもコロナのせいでしょうか？
　「コロナでなければ、中納言のお弁当なんて食べ
られなかっただろうなー」と胸中複雑な思いがあり
ました。
　お弁当を取りに来て頂いた皆様と、久し振りの再
会に、皆の嬉しそうな顔が心に響きます。
　こんな、コロナで苦しい状況の中、「お花見の会」
の企画をして頂いた執行部、その最後の決断をして
頂いた延山支部長のご英断に、感謝しています。あ
りがとうございます。　
　大阪城で、シートを敷いての「お花見の会」は出
来ませんでしたが、有意義な一日であったと思います。
　しばし楽しく歓談し、皆、お弁当を手に何処かに
…。　　　　　　　　　　　（中央支部・彦坂浩子）
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　令和４年６月３日（金）に、大阪合同庁舎第４号
館２階におきまして、「測量の日」記念行事「測量
の日」記念フェア2022が開催されました。
　ひとりでも多くの人が測量や地図に親しみ、その
重要性について理解していただけたら…そんな願い
を込めて「測量の日」は、測量法が昭和24年６月
３日に公布されたことに基づき、40周年を機に平
成元年に制定され、今年で34年目を迎えました。
　国民生活に必要不可欠である測量の意義・重要性
について、国民の理解と関心を一層高めることを目
的に、国の機関や関係団体が関係機関の協力を得
て、平成元年から毎年「測量の日」を中心に、全国
各地で各種行事等の活動を行っています。
　大阪土地家屋調査士会も国土交通省国土地理院近
畿地方測量部、一般社団法人大阪府測量設計業協会
と共催で、毎年記念事業を開催してきました。ただ、
新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け、2020
年2021年は中止となり、今回３年ぶりの開催とな
りました。
　感染拡大の予防策として、メイン会場とサテライ
ト会場（ライブ配信）を分けての開催としました。
また、毎年盛況となる各団体等によるパネル展示
や、調査士会も好評を得ていた、いろいろな PRグッ
ズや紹介パンフレットなどの配布は行わず、「測量
機器・システム展」として、地理空間情報等の利活
用、最新の測量機器・システム等に関する動画が休
憩時間を利用して配信されました。

　メインプログラムとして、第24回近畿地方測量
技術発表会が次の内容で開催されました。

①�　「第4期地理空間情報活用推進基本計画につい
て」

　　　　発表者：国土地理院 企画部
地理空間情報企画室

②�　「街まるごとDX そして大阪関西万博に向けて」
　　　　発表者：クモノスコーポレーション（株）

③　「森林資源情報解析におけるUAV搭載型
　　　　　　　レーザスキャナを用いた検証事例」
　　　　発表者：（株）日建技術コンサルタント

空間情報技術部
　
④　「境界確定の実務」
　　　　発表者：大阪土地家屋調査士会　　

⑤�　「貝塚市ドローン・クリケットフィールドの整
備経緯及び貝塚市版 UAVレーザ測量運用手順要
領の策定等について」　

　　　　発表者：貝塚市 都市政策部 政策推進課

⑥�　「貝塚市版 UAVレーザ測量運用手順要領策定
（UAVレーザ測量について）」

　　　　発表者：（株）GEOソリューションズ

「測量の日」制定から34年目

「測量の日」記念フェア2022を開催
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⑦�　「貝塚市版 UAVレーザ測量運用手順要領策定
（補足資料について）」

　　　　発表者：（一社）大阪府測量設計業協会
　
　平成19年に成立しました、地理空間情報活用推
進基本法を受けての、基本計画のあゆみの解説①。
ＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）のまさ
に最前線で活躍されている企業の魅力ある活動と
バーチャル万博をはじめとする未来を見据えた技術
革新②。最新測量技術である UAV（ドローン）レー
ザ測量を用いた実例や高度利用化に向けての施設整
備の紹介③⑤。それを受けての運用手順要領の策定
についてのお話⑥⑦。
　どれもが大変興味深い内容で、正直土地家屋調査
士の現状の実務においては、まだまだ難しすぎる部
分もありますが、最新の技術に触れ話を聞く機会は

必要であると感じました。毎年開催されるこの事
業、会員の皆様にもぜひ参加して実感していただけ
ればと思います。
　大阪土地家屋調査士会からは、社会事業部の中島
幸広部長が発表いたしました④。調査・測量・立会
といった境界（筆界）確定の流れの説明を中心に、
実際の立会い事例を元に、生々しい実務の話を交え
てお話しいただきました。杓子定規には進まないや
やこしい現場や、一筋縄ではいかない隣接人など、
調査士ならではの話に興味を持っていただけたと思
います。
　来年は新型コロナウイルスの影響もなく、さらに
大々的に行えることを願い、本会の相澤褜雄副会長
による閉会の挨拶で無事終了しました。

（社会事業部副部長・奥田祐次）

「境界確定の実務」　中島 幸広 社会事業部長 相澤 褜雄 副会長

電磁的会議準備費運用規程の一部改正について
　令和４年３月10日（木）の第７回理事会において、電磁的会議準備費運用規程の一部改正がなされ、そ
の期日から施行されました。
　改正内容につきましては澪標ネット書庫内会員必携の追加更新をご確認下さい。
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大阪青年土地家屋調査士会だより

　相変わらずの新型コロナによる、業務、プライベー
ト、会務など様々な活動が制限されている中、皆さ
ん如何お過ごしでしょうか。
　最近の自分の中での話題。全く業務に関係なく、
どうでもいい話なのですが、昨年地上波で放送が終
わってしまったアタック25が何とBSジャパンネク
スト（今年３月開局の放送局です）で復活！という訳
で、日頃培った雑学知識と社会常識をアウトプット
すればテレビに出ることが出来るんじゃないか、と
錯覚し予選に臨んでまいりました。みっともないこ
とするなという嫁子供の反対を押し切り、土地家屋
調査士の知名度アップのためという大義名分を掲げ
て、いざ出陣！アタック25の「25」にちなみ予選
問題は25問、制限時間は６分30秒。20年以上振り
の調査士試験並みの緊張で、いざ回答開始。第一問

「独活」って何て読むでしょう？私「？」第２問英語
のP.S.って何の略、私「？」14条地図の精度区分を
答えよとかそんな都合の良い問題は出るわけもなく
25問中６割程度の回答。残念ながら、予選落ちっ
てやつでした…。
　皆さんにも、ゴルフ、釣り、キャンプ、スポーツ
観戦等の何らかの趣味があると思います。同じ趣味
趣向の仲間に会えるのが青年調査士会だと私は思っ
ています。
　補助者経験はありましたが、正直なところ師匠以
外に仕事を聞く相手がなく、若い仲間が欲しいと独
立したての頃は、よく思っていました。仕事はどう
しても一人でできることは限られてしまいます。２
人集まれば２通りの視点で物事を考えることが出
来、３人集まれば３通りの考え方と経験があり…人
が集まれば集まるほど、自分とは違う何かの発見に
なると思います。
　そのための組織が青年調査士会であり、昨年から
会費は無料になりました。あまり熱いことをいうつ
もりはありませんが、めんどうくさがらずに入会し
ていない方は門をたたいてもらえれば、入会してい

ても名前だけ名簿に載っている方は少しだけでも参
加していただければ、きっと自分の視野が広がり、
仕事やプライベートにプラスに働くと思います。
　ちなみに私は下戸なので、お酒は全くと言ってい
いほど飲めませんが、それでも青年調査士会での飲
み会は楽しいですし、いつも相談したりされたりと
勉強させてもらっています。独りよがりになる部分
が業務上どうしてもあるので、客観的な視点を持つ
といった意味でも幅が広がっていると思っていま
す。
　また、他士業の青年会会員さんと交流もあり、研
修会やその後の打ち上げ、遊びなどで親しくなっ
て、後々の仕事に結びついていくこともあるかもし
れませんし、実際そんな話を聞くこともあり、自分
のことのようにうれしく感じます。
　まずはお気軽に参加してみてください。
　支部の仲間とはまた違う仲間を見つけることが出
来ると思いますよ。
　なお、クイズが得意な人！個人的に大募集してい
ます！気が向いたらお声がけ下さい（笑）。
　新しくなった青調会への御支援・御協力をよろし
くお願い致します。また、ぜひ仲間となりともに活
動していける会員になっていただきたいと思いま
す。

（中河内支部・八幡憲一）

≪大阪青年土地家屋調査士会活動報告≫

我々は新入会員を随時募集しております。
会費は無料です。

入会ご希望の方は下記HPの入会案内フォームに
必要事項を記入して送信してください。

 
大阪青年土地家屋調査士会HPアドレス:
http://oskseicyou.hotcom-land.com/wordpress/

新入会員募集
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公嘱協会社員研修会を開催

　令和４年３月29日に公嘱協会社員研修会を開催
しました。
　今回は当協会の山田業務部長が講師を務め、「公
共用地境界確定補助業務（明示補助業務）について」

「明示業務実態調査（アンケート調査）の結果につい
て」という研修内容で行いました。
　当協会におきましても現在いくつかの市町村で業
務を受注している明示補助業務について山田部長が
解説し、今後どのような業務啓発活動を行っていけ
ば良いかのアドバイスを行いました。
　また各市町村に行ったアンケート結果の報告があ
り、大変有意義な研修となりました。
　市町村が行う明示業務は専門的な知識を必要とす
ることが多く、担当職員の負担が大きいため、専門
職である土地家屋調査士がサポートする事で業務処
理の効率が上がることは非常にメリットがあり、今後
も注力して取り組んでいく必要があることを確認で
きました。

第９回理事会を開催

　令和４年４月14日（木）第９回理事会を開催しま
した。
　今回もＺＯＯＭによるＷＥＢ会議で行われ、２つの
プロジェクトチーム新設が議決されました。
　第一は総合戦略ＰＴという名称で主に予算の算出、
業務啓発活動の方針、経理分析からの今後の展望、
方針等の協会運営に関わる仕組みを作るためのチー
ムです。
　５年後、10年後も安定した協会運営ができるよう
に整備し、次世代にも引き継いでいきたいという舩
原理事長の思いから発足することになりました。
　第二は地籍整備推進ＰＴという名称の地籍整備業
務に特化したチームです。
　主に地籍調査業務の受注促進、業務を行う事が
できる土地家屋調査士の育成を目的にしています。
　地籍整備事業につきましては今後各市町村が事業
を行っていくことも想定されるため、本会の「地籍整
備促進委員会」とも連携・関係強化を深めながら取
り組んでいきたいと考えています。

公益社団法人大阪公共嘱託登記土地家屋調査士協会だより
One For All,All For One（一人はみんなのために　みんなは一人のために） 

　公益社団法人大阪公共嘱託登記土地家屋調査士協会では随時社員を募集しています。
　官公署等からの委託に土地家屋調査士のスキルを発揮して取り組むやりがいのある業
務ですので、是非入会をお待ちしています。
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大阪土地家屋調査士政治連盟だより
大阪土地家屋調査士政治連盟
第23回定時大会報告

　本年度の定時大会については、新型コロナウイル
スの感染防止という観点から、例年より大会の規模
を縮小し懇親会を中止し、令和４年３月11日（金）
午後４時より大阪土地家屋調査士会会長中林邦友
様、副会長相澤褜雄様にご臨席頂き、調査士会４階
会議室にて開催いたしました。
　中林会長より大阪政治連盟23年間の活動につい
ての実績成果について言及頂き、相澤副会長からは
調査士会と政治連盟が手を取り合って土地家屋調査
士制度の発展を願うとのお言葉を頂戴しました。
　議長は中央支部の延山奎柄会員にお引き受け頂き
審議進行しました。なお当日の出席者は15名、委
任状による出席は293名、合計308名でした。

　議事の内容につきましては次の通りです。

・報告第１号　令和３年度活動経過報告について
・議案第１号　�令和３年度決算報告及び同監査報告

承認の件
・議案第２号　令和４年度運動方針決定の件
・議案第３号　令和４年度予算決定の件
・議案第４号　大阪土地家屋調査士政治連盟規約
　　　　　　　一部改正の件
・議案第５号　大会宣言採択の件
　
　全ての議案審議が可決承認され、本大会は無事終
了いたしました。

第４回政連常任会議の報告

　去る４月27日（水）に常任幹部会構成員、監事、
名誉役員様に出席頂き開催しました。
　まず大阪政連正副会長 ･幹事長より会務報告があ
りその後加藤会長より全国土地家屋調査士政治連盟
第22回定時大会の出席報告として、活動内容の説
明があり、その後本会正副会長の報告となりまし
た。会議では令和４年度の事業執行について協議致
しました。
　その後、「土地家屋調査士制度について」の冊子
について担当 PTである本会相澤副会長、政連松尾
副会長より完成に至るまでの経過報告の後、大阪会
全会員に配布されることの説明がありました。
　会議中で有りましたが、７月に行われる参議院選
挙の立候補予定者である自民党松川るい参議院議
員、公明党石川ひろたか参議院議員、熊野正士参議
院議員秘書奥成輝保様がご挨拶に会場にお見えにな
り、当政連よりの推薦状を加藤会長よりお渡しさせ
て頂きました。その後各政党との政策要望懇談会開
催についての対応について協議を行いました。

（広報担当副会長 ･井之上　貢）

石川ひろたか参議院議員と奥成輝保様 松川るい参議院議員
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第29回通常総代会開催

　令和４年５月20日（金）大阪土地家屋調査士会館
４階会議室に於いて、第29回通常総代会を開催致
しました。
　昨年に引続き、今回も新型コロナウイルス感染症
の感染拡大防止の為、総代の皆様の安全を最優先に
考えた結果、総代会の規模を縮小し、総代の皆様の
書面による議決での開催となりました。
　定刻の午後３時より、司会の梶谷副理事長のも
と、議案審議に先立ち、物故者に対する黙とうが行
われ、次第に従い辰巳理事長の挨拶で総代会がス
タートしました。
　議長選出にあたっては、司会者一任の声が上がり
泉州地域の石野総代が指名され、挨拶と議事進行の
説明を行いました。
　議事に入るに先立ち、書面議決の提出状況が報告
され本総代会が有効に成立していることを議長が宣
言して議事審議に入りました。
　報告第１号、議案第１号、第２号、第３号の全て
において、書面による事前の質問事項の提出もな
く、すべての議案について過半数の賛成をもって可
決されました。
　コロナ禍中、３回目の書面による議決での開催と
なりましたが、総代の皆様や理事、その他関係各位
のご協力のもと、無事に総代会が終了したことを心
より感謝申し上げます。
　また、役職員一丸となり、組合を盛り上げるよう
努力致しますので、何卒、組合員の皆様のご支援、
ご指導の程よろしくお願い申し上げます。

大阪土地家屋調査士協同組合だより

　　　 総　務　部  からのお知らせ

　令和３年11月１日から令和４年５月20日まで、
組合に新規加入されたのは次の皆さんです。

（敬称略）

地　　域 氏　　名 事務所電話番号
北 酒井　敏雄 06 － 6304 － 0646
北 湯谷　　誠 06 － 6363 － 0101

大阪城 森田　憲幸 06 － 6180 － 7735
泉州 峯近　真一 072 － 457 － 5750

令和４年５月20日現在
　　　　　　組合員総数　　　 779名
　　　　　　本会会員数　　　 964名

辰巳理事長 石野議長
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会　員　異　動　（R４・６・１ 現在）

入　会　者（ ９ 名）

氏　　名 登録番号 支　部 入　　　会
年　月　日 事務所所在地・電話・FAX 番号

文　野　貴　司 3415 北 4・4・1
〒530-0001　�大阪市北区梅田1丁目11番4－800号
　　　　　　　　大阪駅前第4ビル8階
　　　☎06－4797－0903　 06－4797－0901

峯　近　真　一 3416 泉州 4・4・20
〒596-0822　岸和田市額原町109－5－302
　　　☎072－457－5750　 072－457－7581

佐　菅　　　遼 3417 北 4・4・20
〒530-0003　大阪市北区堂島一丁目1番5号
　　　　　　　　関電不動産梅田新道ビル12階
　　　☎06－6147－5897　 06－6147－5898

小　林　浩　士 3418 北摂 4・5・2
〒563-0043　�池田市神田4丁目12番19号
　　　☎072－703－1214

上　坊　彗　心 3419 中央 4・5・2
〒546-0003　大阪市東住吉区今川4丁目26番19号
　　　　　　　　北山総合事務所
　　　☎06－6700－2251　 06－6700－2436

佐　野　亮　吉 3420 北摂 4・5・2
〒561-0831　豊中市庄内東町4丁目7番15号
　　　☎06－6332－6974　 06－6336－3541

河　辺　大　輔 3421 大阪城 4・5・2
〒540-0026　大阪市中央区内本町一丁目1番1号
　　　　　　　　OCTビル４F
　　　☎06－6809－3335　 06－6944－5336

中　川　　　諒 3422 北 4・5・2
〒532-0011　大阪市淀川区西中島四丁目7番30号
　　　　　　　　アネックス新大阪ビル2階
　　　☎06－6304－0646　 06－6304－0683

流　谷　輝　幸 3423 堺 4・5・2
〒590-0023　堺市堺区南三国ヶ丘町2丁2番70－2号
　　　☎090－2593－9265
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事　務　所　変　更（ 14 名）

氏　　名 登録番号 旧支部 新支部 届　　　出
年　月　日 新事務所所在地・電話・FAX

灘　本　純　弥 3284 北 北 4・3・9
〒531-0072　大阪市北区豊崎五丁目7番15号
　　　　　　　　多田ビル212号室
　　　☎06－7507－2782　 06－7507－2783

木　村　敏　幸 1395 中央 中央 4・3・11
〒545-0011　大阪市阿倍野区昭和町一丁目10番17号
　　　☎06－6628－6558　 06－6628－4006

朝　倉　　　努 3309 大阪城 大阪城 4・3・15
〒535-0022　大阪市旭区新森一丁目7番47号
　　　　　　　　パレス新森411
　　　☎06－7506－8641　

下　田　光　洋 3065 堺 堺 4・3・22
〒586-0044　河内長野市美加の台6丁目8番1号
　　　☎0721－51－3949　

仲　田　隆　司 2822 北 大阪城 4・3・22
〒541-0057　大阪市中央区北久宝寺町4丁目2番10号
　　　　　　　　　東明ビル５F
　　　☎06－6563－9945　 06－6563－9946

北　川　政　次 3063 北 北摂 4・3・23
〒569-1121　高槻市真上町2丁目5番28号
　　　　　　　　ラ・グラシューズ101号
　　　☎072－668－7396　 072－685－1078

松　内　正　樹 3145 北 中央 4・3・24
〒542-0063　大阪市中央区東平二丁目5番4号 2階
　　　　　　　　オフィスオカダ内
　　　☎06－6767－5767　 06－6767－3767

前　橋　新　吾 2922 北 大阪城 4・4・11
〒540-0033　�大阪市中央区石町一丁目1番
　　　　　　　11－209号
　　　☎06－6941－7345　 06－6941－2292

黒　岡　純　二 2854 大阪城 大阪城 4・4・13
〒540-0033　�大阪市中央区石町一丁目1番
　　　　　　　11－209号
　　　☎06－6941－7345　 06－6941－2292

金　子　友　紀 3271 大阪城 大阪城 4・4・13
〒540-0033　�大阪市中央区石町一丁目1番
　　　　　　　11－209号
　　　☎06－6941－7345　 06－6941－2292

中　川　　　繁 2627 北摂 北摂 4・4・18
〒563-0024　池田市鉢塚2丁目5番6号
　　　☎072－762－0911　 072－762－0450

大　庭　直　隆 3400 中央 中央 4・5・12
〒557-0034　大阪市西成区松1丁目5番33号
　　　　　　　　白山殖産株式会社内
　　　☎06－6629－8553

前　川　　　豪 3376 大阪城 北 4・5・16
〒553-0006　�大阪市福島区吉野3丁目27番14号
　　　　　　　　東亜ビル4階405号室
　　　☎090－1136－0481 06－6136－4336

伊集院　　　渉 2286 大阪城 中央 4・5・30
〒558-0051　大阪市住吉区東粉浜二丁目12番11号
　　　☎06－6674－3901　 06－7505－4015
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法　人　事　務　所　会　員　関　係

登 録 事 務 所 変 更　　（１法人）

名　　　称 支　　部 事　務　所　所　在　地

葵　土地家屋調査士法人 大阪城
主　〒540-0033
大阪市中央区石町一丁目1番11－209号
☎06－6941－7345　 06－6941－2292

退　会　者など（資格取消・喪失者を含む）　　（ 10 名）

氏　　名 登録番号 支　部 届　　　出
年　月　日 退　会　理　由

中　西　茂　浩 3322 北河内 4・3・2 業　務　廃　止

秋　葉　宗　利 3359 北摂 4・3・14 長　期　休　業

松　本　章太郎 3302 中央 4・3・15 業　務　廃　止

梶　山　幸　治 1261 中央 4・3・31 業　務　廃　止

牛　田　真　弓 3043 北摂 4・4・25 長　期　休　業

藤　本　忠　彦 3373 北 4・4・30 長　期　休　業

宮　本　雅　文 1450 堺 4・5・18 業　務　廃　止

藤　原　楻　　 655 中央 4・5・24 業　務　廃　止

谷　口　通　治 1344 堺 4・5・25 長　期　休　業

土　肥　伸　之 3332 北河内 4・5・31 滋　賀　会　へ
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第14回常任理事会

　令和４年３月10日（木）午後３時から本会３階役
員室で第14回常任理事会が開催され、各部などか
らの報告事項に続き、豊能町空家等対策協議会委員
の推薦についてなど次の各事項が審議・協議された。
<出席者・敬称略>中林・山脇・松島・相澤・加藤
（充）・吉田・濵口・中島

①�会員証の交換方法について

①令和４年度各種表彰の推薦について
②事務局職員の再雇用契約について
③豊能町空家等対策協議会委員の推薦について
④東大阪市空家等対策協議会委員の推薦について
⑤�オンライン登記申請研修会を収録した動画データ

等の提供について
⑥第７回理事会について

①第85回定時総会の会場及び日程について
②令和３年度事業経過報告について
③令和４年度事業計画案について
④令和４年度予算案について

令和４年度令和４年度
第１回常任理事会第１回常任理事会

　令和４年４月７日（木）午後４時から本会４階会議
室で第１回常任理事会が開催され、各部などからの
報告事項に続き、第84回定時総会議案等について
など次の各事項が審議・協議された。
<出席者・敬称略>中林・山脇・松島・相澤・吉田・
加藤（充）・濵口・中島

①民事調停委員の任命について
②�2022年講演会リーフレット（大阪公嘱協会）の全

会員発送封入について

①第84回定時総会議案等について

②�民間総合調停センター支援連絡委員会委員の追加
選任について

③第１回理事会について

①�「調査士カルテMap」における株式会社ゼンリ
ンとの合意契約について

②サイバープロテクターの加入について

第２回常任理事会

　令和４年４月21日（木）午後３時から本会３階役
員室で第２回常任理事会が開催され、各部などから
の報告事項に続き、第１回理事会についてなど次の
各事項が審議・協議された。
<出席者・敬称略>中林・山脇・松島・加藤（充）・吉田・
濵口・中島

①�会員証及び補助者証の認識媒体変更による会員必
携様式の変更について

②第１回理事会について

①令和５年度定時総会の会場について
②�日調連で法人に関する登録事務が遅延しているこ

とに対する要望書の提出について

第３回常任理事会

　令和４年５月24日（火）午後２時から本会４階会
議室で第３回常任理事会が開催され、各部などから
の報告事項に続き、大阪市防災会議委員についてな
ど次の各事項が審議・協議された。
<出席者・敬称略>中林・山脇・松島・相澤・加藤
（充）・吉田・濵口・中島

①令和４年度第79回日本土地家屋調査士会連合会
　定時総会の代議員の選出について
②大阪市防災会議委員について
③民間総合調停センターの理事推薦について
④�日本土地家屋調査士会連合会第66回近畿ブロッ

ク定例協議会の出席者について
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⑤�会則第34条第８項に基づく理事会の書面決議に
ついて

①第84回定時総会について
②�第35回日本土地家屋調査士会連合会親睦ゴルフ

大会実行委員会委員の選出について
③新会員からの要望について

第4回常任理事会

　令和４年６月２日（木）午後４時から本会４階会議
室で第４回常任理事会が開催され、各部などからの
報告事項に続き、第84回定時総会の結果について
など次の各事項が審議・協議された。
<出席者・敬称略>中林・山脇・松島・相澤・加藤
（充）・吉田・濵口・中島

①令和４年度役員報酬について
②第２回理事会について

①第84回定時総会の結果について
②令和４年度事業計画実施細目について
③�第79回日本土地家屋調査士会連合会定時総会へ

の質問事項について
④会員台帳の管理について

第６回理事会

　令和４年１月20日（木）午後４時から本会４階会
議室で第６回理事会が開催され、会長の挨拶に続
き、各部長、支部長会議議長、各種委員会などから
の報告・連絡事項があり、次の各事項が審議・協議
された。

審 議 事 項

①第１号議案　�会員証発行システム及び出欠管理シ
ステムの改修・更新について

　［提案理由］　�現在、会員証発行システム及び出欠
管理システムがWINDOWS10に対
応しておらず、又、会員証発行機が
経年劣化により故障が懸念されてお

り、速やかなシステム改修が必要な
ため、桜井株式会社から会員証発行
機及びシステム￥917,300円（税
別）並びに有限会社エーアンドエ
フ・コーポレーション￥512,000
円（税別）から出欠管理システムを
予定している資産（第83回定時総
会議案書P85参照）として購入する
ことを提案する。

　　　［結果］　賛成多数で承認された。
②第２号議案　�賠償損害補償制度運営規約の一部変

更について
　［提案理由］　�今年12月１日より損害賠償責任保険

の廃業担保が本契約に自動付帯され
るよう契約変更があり、それに伴い
賠償損害補償制度運営規約を改正す
べく見直したところ、記載されてい
る会社名の変更や賠償責任保険普通
約款の改定による表現の変更があっ
たため、あわせて本会の運営規約の
一部を改正することを提案する。

　　　［結果］　賛成多数で承認された。

協 議 事 項

①第１号議案　職員の再雇用について
　［提案理由］　�来年度定年退職予定の職員から再雇

用の希望があり、同職員が加入して
いる労働組合と待遇について交渉を
重ねている。

　　　　　　　�ついては、今後、交渉する上で本会
から提示を考えている待遇について
の意見を求めたい。

　　　［結果］　�否定的な意見も出たが、概ね本会が
提示を考えている待遇で交渉を進め
ることについての了解が得られた。

　この後、監事からの意見等があり、閉会した。

第７回理事会

　令和４年３月10日（木）午後４時から本会４階会
議室で第７回理事会が開催され、会長の挨拶に続
き、各部長、支部長会議議長、各種委員会などから
の報告・連絡事項があり、次の各事項が審議・協議
された。
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審 議 事 項

①第１号議案　�電磁的会議準備費運用規程の一部変
更について

　［提案理由］　�電磁的会議準備費運用規程では会議
への参加が１回１時間を超えた場
合、会議準備費として金2,000円を
支給することになっているが、今年
度の電磁的会議報告書を確認したと
ころ、１時間未満の会議が６件行わ
れており、運営規程が実情に合って
いないため、同規程第２条第１項及
び別紙報告書様式の一部を改正する
ことを提案する。

　　　［結果］　全会一致で承認された。
②第２号議案　�「土地家屋調査士制度について」の

作成費について
　［提案理由］　�現 在、 社 会 事 業 部 で 作 成 し て い

る「 土 地 家 屋 調 査 士 制 度 に つ い
て」編集等を依頼している阪野氏
に ￥100,000円（ 税 込 ）、 校 了 後
に2,000部の印刷の発注を予定し
て い る（ 株 ） 一 心 社 に 印 刷 費 用
￥902,000円（税込） の支払いを
予定している。

　　　　　　　�ついては事業費－広報活動費－対外
ＰＲ費から￥1,002,000円（税込）
を支出することを提案する。

　　　［結果］　賛成多数で承認された。
③第３号議案　事務局職員の再雇用契約について
　［提案理由］　�職員就業規則第35条の定めにより

令和４年10月に定年退職を迎える
職員について、再雇用契約の内容を
提案する。

　　　［結果］　全会一致で承認された。
　　　　　　　�その他の労働条件面は原則的には現

状と変更なく他の職員と同じとし、
軽微な内容については総務部及び財
務部、常任理事会に一任する。

協 議 事 項

①第１号議案　令和３年度事業経過報告について
　　　［結果］　�各部部長から概要についての説明が

あり、次回理事会に審議事項として
提案することが確認された。

②第２号議案　令和４年度事業計画案について
　　　［結果］　�各部部長から概要についての説明が

あり、次回理事会に審議事項として
提案することが確認された。

③第３号議案　令和４年度予算案について
　　　［結果］　�財務部長から概要についての説明が

あり、次回理事会に審議事項として
提案することが確認された。

　この後、監事からの意見等があり、閉会した。
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◇　　　３　　　月　　　◇

１日 ・総務部会（会館）
　　 ・綱紀委員会（班別会議）（会館）
　　 ・�筆界特定室振分相談出向（法務局本局）山

田（文）相談員
２日 ・財務部会（会館）
　　 ・�ADRセンター担当者会同電子会議（Web）

辻田境界問題相談センターおおさか推進委
員長

　　 ・�大阪法務局無料登記相談（法務局本局）彦
坂相談員

３日 ・�筆界特定室振分相談出向（法務局本局）竹
本相談員

８日 ・�筆界特定室振分相談出向（法務局本局）森
山相談員

９日 ・�境界問題相談センターおおさか事前無料相
談（会館）辻田委員長、田中（秀）境界問
題相談センターおおさか推進委員

　　 ・�大阪法務局無料登記相談（法務局本局）玉
置相談員

10日 ・常任理事会（会館）
　　 ・理事会（会館・Web）
　　 ・�入会面談（会館）和田総務部副部長、塩田

同部理事
　　 ・�筆界特定室振分相談出向（法務局本局）瀧

本相談員
11日 ・協同組合部長会（会館）吉田財務部長
　　 ・�政治連盟定時大会（会館）中林会長、相澤

副会長
12日 ・各種講座（会館・Web）
　　 ・�空家問題Webセミナー（Web）正井災害・

空家等対策委員長
13日 ・各種講座（会館）
14日 ・�外部講師養成講座（会館・Web）
　　 ・�近ブロ業務部会（Web）濵口業務研修部長
15日 ・�出欠管理システム打ち合わせ（Web）井上

（朝）総務部理事
　　 ・�筆界特定室振分相談出向（法務局本局）八

幡相談員
16日 ・近ブロ財務部会（Web）吉田部長
　　 ・�大阪法務局無料登記相談（法務局本局）井

上相談員
17日 ・�近ブロ研修部会（会館）中林会長、松島副会長、

濵口部長
　　 ・近ブロ広報部会（Web）中島社会事業部長
　　 ・�大阪市マンション管理支援機構第1１回常任

委員会（Web）奥田社会事業部副部長、正
井会員

　　 ・�筆界特定室振分相談出向（法務局本局）田
中（久）相談員

18日 ・�近畿測量専門学校卒業式（帝国ホテル大阪）
中林会長

22日 ・会務処理（会館）井上（朝）理事
　　 ・�筆界特定室振分相談出向（法務局本局）今

西相談員
23日 ・業務研修部会（会館）
　　 ・会員研修会（会館）
　　 ・�大阪法務局離任挨拶（会館）中林会長、相

澤副会長
　　 ・資料センター運営委員会（Web）
　　 ・�寝屋川市訪問（寝屋川市役所）坂田地籍整

備促進委員長
　　 ・�大阪法務局無料登記相談（法務局本局）竹

内相談員
24日 ・�民間総合調停センター運営委員会（大阪弁

護士会）
　　 ・�民間総合調停センター支援連絡委員会（大

阪弁護士会）
　　 ・�民間総合調停センター広報・研修部会（大

阪弁護士会）
　　 ・�登記相談室整理（法務局本局）彦坂社会事

業部理事
　　 ・�筆界特定室振分相談出向（法務局本局）藤

田（重）相談員
25日 ・�労働組合団体交渉（会館）山脇副会長、加

藤（充）総務部長、吉田部長
　　 ・近ブロ社会事業部会（Web）中島部長
　　 ・�日 本ADR協 会 実 務 研 修･実 務 情 報 交 換 会

（Web）辻田委員長
26日 ・�地籍問題研究会第31回定例研究会（Web）

奥田副部長
28日 ・�近 ブ ロ 総 務 部 会･支 部 長 会 議 長 等 交 流 会

（Web）加藤（充）部長、米山支部長会議議長
　　 ・近ブロ総務部会（Web）加藤（充）部長
　　 ・登記相談室整理（法務局本局）彦坂理事
29日・社会事業部会（会館）
　　 ・�資料地図整理・確認（会館）西村資料センター

運営委員
　　 ・�筆界特定室振分相談出向（法務局本局）山



第346号 43令和４年７月

田（直）相談員
30日 ・�大阪法務局無料登記相談（法務局本局）塩

田相談員
31日 ・�境界問題相談センターおおさか運営委員会

（会館）
　　 ・�筆界特定室振分相談出向（法務局本局）髙

山相談員

◇　　　４　　　月　　　◇

１日 ・近ブロ正副会長会議（会館）中林会長
５日 ・�筆界特定室振分相談出向（法務局本局）阪

口相談員
６日 ・�大阪法務局無料登記相談（法務局本局）田

中相談員
７日 ・�日本写真映像専門学校・近畿測量専門学校

合同入学式（ホテルアウィーナ大阪）中林
会長

　　 ・会長表彰選考委員会（会館）
　　 ・正副会長会議（会館）
　　 ・常任理事会（会館）
　　 ・�定時総会会場打ち合わせ（大阪市中央公会堂）

和田副部長、竹内総務部理事
　　 ・�入会面談（会館）和田副部長、永野・塩田

各総務部理事
　　 ・�会員証プリンター不具合修理（会館）井上（朝）

理事
　　 ・�筆界特定室振分相談出向（法務局本局）西

田相談員
８日 ・�測量の日事前打ち合わせ（大阪合同庁舎）

加藤（眞）社会事業部副部長
　　 ・�大阪大学法科大学院寄付講座第１講（大阪

大学）正井・川口・眞鍋・山脇・西村各講
師、中林会長、京谷産学交流学術研究委員長、
中島（芳）同副委員長、彦坂・森留・森脇
各同委員

11日 ・財務部会（会館）
12日 ・期末監査（会館）
　　 ・�会員証発行プリンター不具合分修理（会館）

井上（朝）理事
　　 ・�筆界特定室振分相談出向（法務局本局）山

口（典）相談員
13日 ・�境界問題相談センターおおさか事前無料相

談（会館）杉田境界問題相談センターおお
さか推進委員、中川（耕）会員

　　 ・近畿大学寄付講座第１講（Web）正井講師
　　 ・近畿大学寄付講座講義打ち合わせ（会館）

　　 ・�大阪法務局無料登記相談（法務局本局）河
﨑相談員

14日 ・�筆界特定室振分相談出向（法務局本局）安
岐相談員

15日 ・総務部会（会館）
　　 ・�入会面談（会館）和田副部長、永野・井上（朝）・

竹内・塩田各理事
　　 ・協同組合部長会（会館）河﨑財務部副部長
　　 ・�大阪大学法科大学院寄付講座第２講（大阪

大学）正井講師、彦坂委員
　　 ・�会員証発行システム作業（会館）井上（朝）理事
18日 ・会務処理（会館）吉田部長
19日 ・綱紀委員会（会館）
　　 ・�民間総合調停センター広報・研修合同部会

（Web）
　　 ・�会員証記載間違いデータ修正（会館）井上（朝）

理事
　　 ・�筆界特定室振分相談出向（法務局本局）⻆

相談員
20日 ・社会事業部会（会館）
　　 ・近畿大学寄付講座第２講（Web）湖﨑講師
　　 ・�大阪弁護士会役員就任披露会（会館）中林

会長、山脇・相澤各副会長
　　 ・�大阪法務局無料登記相談（法務局本局）笠

原相談員
21日 ・理事会（会館）
　　 ・常任理事会（会館）
　　 ・�入会面談（会館）和田副部長、井上（朝）・永野・

竹内・塩田各理事
　　 ・�筆界特定室振分相談出向（法務局本局）池

原相談員
　　 ・会員証回収（中央支部）永野理事		
22日 ・�大阪大学法科大学院寄付講座第３講（大阪

大学）神前講師、京谷委員長
　　 ・会員証交換（中央支部）永野理事
25日 ・�法務局との打ち合わせ（会館）中林会長、

松島副会長、濵口部長
　　 ・事務局職員研修（会館）加藤（充）部長
　　 ・�事務局職員個別面談（会館）加藤（充）部長
　　 ・会員証返却（中央支部）永野理事
26日 ・�境界問題相談センターおおさか推進委員会

（会館）
　　 ・�近ブロ会長・部会長会議（京都会）中林会長、

松島副会長
　　 ・近ブロ正副会長会議（京都会）中林会長
　　 ・�筆界特定室振分相談出向（法務局本局）佐
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古相談員
27日 ・�近畿大学寄付講座第３講（近畿大学）黒田・

岡田各講師、京谷委員長、中島（芳）副委員長、
正井・彦坂・森留・森脇各委員

　　 ・�大阪法務局無料登記相談（法務局本局）中
島相談員

　　 ・会員証回収（北河内支部）永野理事
　　 ・�政治連盟常任幹部会（会館）中林会長、相

澤副会長
28日 ・�境界問題相談センターおおさか運営委員会

（会館）
　　 ・�筆界特定室振分相談出向（法務局本局）山

田（文）相談員
　　 ・会員証交換・返却（北河内支部）永野理事
　　 ・会員証交換・回収（堺支部）竹内理事
　　 ・会員証交換・回収（泉州支部）塩田理事
29日 ・�大阪大学法科大学院寄付講座第４講（大阪

大学）神前講師、森留・正井各委員

◇　　　５　　　月　　　◇

２日 ・会員証返却（堺支部）竹内理事
６日 ・�大阪大学法科大学院寄付講座第５講（大阪

大学）西村講師、森留委員
　　 ・会員証返却（泉州支部）塩田理事
10日 ・総務部会（会館）
　　 ・会員証回収(中河内支部）塩田理事
　　 ・�筆界特定室振分相談出向（法務局本局）竹

本相談員
11日 ・�近畿大学寄付講座第４講（近畿大学）岡田・

正井各講師、森脇委員
　　 ・�大阪法務局無料登記相談（法務局本局）森

口相談員
　　 ・�境界問題相談センターおおさか事前無料相

談（会館） 谷内田境界問題相談センターおお
さか推進委員、野邊会員

12日 ・�「測量の日」事前打ち合わせ（大阪合同庁舎）
加藤（眞）副部長

　　 ・�大阪市マンション管理支援機構第２回常任
委員会 （大阪市立住まい情報センター）奥田
副部長、正井会員

　　 ・�筆界特定室振分相談出向（法務局本局）森
山相談員

　　 ・�出欠管理システム動作確認（会館）井上（朝）理事
　　 ・�民間総合調停センター運営・財務委員会（大

阪弁護士会）
　　 ・�民間総合調停センター広報・研修合同部会（大

阪弁護士会）
13日 ・�大阪大学法科大学院寄付講座第６講（大阪

大学）西村講師、京谷委員長、森脇委員
　　 ・会員証回収(北支部）和田副部長
　　 ・協同組合部長会 （会館）吉田部長
　　 ・�苦情対応（会館）大西苦情処理委員長、金谷・

藤田・荻田同各副委員長
16日 ・会員証返却（北支部）和田副部長
　　 ・会員証返却（中河内支部）塩田理事
　　 ・�担当者会同（日調連電子会議）(会館）松島

副会長、濵口部長
17日 ・�筆界特定室振分相談出向（法務局本局）瀧

本相談員
　　 ・賠償損害補償制度紛争処理委員会(会館）
　　 ・�民間総合調停センター理事長ら来会(会館）

中林会長、山脇・松島・相澤各副会長
18日 ・�近畿大学寄付講座第5講（近畿大学）正井・

玉置各講師、彦坂委員
　　 ・�大阪法務局無料登記相談（法務局本局）小

林相談員
　　 ・会員証回収（大阪城支部）井上（朝）理事
19日 ・�筆界特定室振分相談出向（法務局本局）八

幡相談員
　　 ・社会事業部会(会館）
　　 ・会員証回収（北摂支部）加藤（充）部長
　　 ・会員証返却（大阪城支部） 井上（朝）理事
20日 ・�大阪大学法科大学院寄付講座第７講（大阪

大学）川口講師、京谷委員長
24日 ・�筆界特定室振分相談出向（法務局本局） 田中

相談員
　　 ・会員証返却（北摂支部）加藤（充）部長
　　 ・常任理事会(会館）
25日 ・�近畿大学寄付講座第６講（近畿大学）玉置・

藤野各講師、森留委員
　　 ・�大阪法務局無料登記相談（法務局本局）彦

坂相談員
26日 ・�第84回定時総会（大阪市中央公会堂）
27日 ・�大阪大学法科大学院寄付講座第８講（大阪

大学）川口講師、正井委員
28日 ・�大阪司法書士会定時総会（ホテル日航大阪）

中林会長
31日 ・�筆界特定室振分相談出向（法務局本局）今

西相談員
　　 ・�大阪市建設局来会（会館）中島部長、田中理事
　　 ・�境界問題相談センターおおさか運営委員会

（Web）
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◇　　　３　　　月　　　◇

８日 ・�第９回常任理事会（「Zoom」によるテレビ
会議）

17日 ・第８回理事会（「Zoom」によるテレビ会議）
24日 ・第１回業務部会（「Zoom」によるテレビ会議）
29日 ・�社員研修会（「Zoomウェビナー」による配信）

講師：山田業務部長

◇　　　４　　　月　　　◇

５日 ・�第10回常任理事会（協会）
14日 ・��第９回理事会（「Zoom」によるテレビ会議）
　　 ・�第 ４ 回2022講 演 会 実 行 委 員 会（「Zoom」

によるテレビ会議）
19日 ・��第４回近公連理事長会議（協会）舩原理事

長

◇　　　５　　　月　　　◇

10日 ・�勝山公認会計士とのインボイス制度の勉強
会（協会）舩原理事長、流王・西谷副理事長、
安倍・太田・山田常任理事、三好事務局長、
山内職員

　　 ・第11回常任理事会（協会）
　　 ・第１回ホームページ委員会（協会）
19日 ・�第10回理事会（エル・おおさか）
　　 ・第２回業務部会（エル・おおさか）
25日 ・�シヴライズ（株）とHPについて打合せ（協

会）流王副理事長、山内職員
　　 ・�2022講演会収録（協会）大阪法務局 藤原大

介氏、舩原理事長、流王・西谷副理事長
26日 ・�大阪土地家屋調査士会第84回定時総会（大

阪市中央公会堂）舩原理事長

◇　　　７　　　月　　　◇

１日（金）大阪大学法科大学院寄付講座第13講
６日（水）近畿大学寄付講座第12講
８日（金）特別研修(基礎研修）（9日、10日も）
　　　　大阪大学法科大学院寄付講座第14講
12日（火）�第4回境界問題相談センターおおさか運営

委員会
13日（水）近畿大学寄付講座第13講
15日（金）大阪大学法科大学院寄付講座第15講
20日（水）近畿大学寄付講座第14講
21日（木）常任理事会
27日（水）近畿大学寄付講座第15講
　　　　全国一斉無料相談会

◇　　　８　　　月　　　◇

９日（火）近畿大学寄付講座レポート採点会議
19日（金）特別研修(集合研修）（20日も）
21日（日）特別研修（総合講義）
23日（火）常任理事会

◇　　　９　　　月　　　◇

３日（土）特別研修(考査）
８日（木）常任理事会
　　　　令和4年度理事会
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◆�本会定時総会及び各支部総会も終わり、新しい年
度が始まっています。初めての理事として、はや
１年が経ちました。分からないことだらけの１年
でしたが、いろいろな経験をさせていただきまし
た。とは言え「コロナなので」が合言葉となって
しまった世の中で、なかなか活発な動きができな
い状況ではありました。まだまだスッキリと元の
日常に戻ったわけではありませんが、そればかり
を言い訳にすることなく、会のため、会員のため
の職責を果たせるよう、頑張りたいと思います。

（奥田）
◆��理事として２年目となる新年度が始まりました。
　�１年目は、右も左もわからず会務についていくの

もやっとのことでしたが、諸先輩方に沢山のお力
添えをいただきました。ありがとうございました。
２年目となる本年度は、少しでも恩返しできるよ
う精一杯頑張ります。引き続き、どうぞよろしく
お願いいたします。

　�　暑さもさらに厳しくなってきます。みなさまに
おかれましては、くれぐれもご自愛ください。

　(田中)
◆�本会理事となり１年が経過しようとしています。

今まで見えなかったもの、いや、見ようとしてこ
なかったものが薄っすらと見えるようになってき
た今日この頃。会員の皆様は本会や事務局、各支
部についてどのように理解しておられますか？

　�　組織の目的はご存知ですか？どのように構成さ
れているのかをご存知ですか？それは法人です
か？土地家屋調査士個人との関係は？役員や幹
事、事務員の人数や役割はご存知ですか？それは
本当に必要な組織ですか？今の時代にマッチして
いますか？

　�　自問自答をしながら、ほかの会員の皆様にも聞
いてみたくなり、編集後記にしたためてみました。

（小林）

▽玉置 福子さん（大阪城支部 玉置 広和・母堂、
　令和４年１月２日没）
▽吉田 健吾氏（北河内支部 吉田 英彦・尊父、
　令和４年２月16日没、83歳）
▽松本 和彦氏（中央支部 松本 博樹・尊父、
　令和４年２月26日没、87歳）
▽谷 英世氏（泉州支部 谷 英史・尊父、
　令和４年３月27日没、82歳）
▽高橋 昇氏（大阪城支部 高橋 政博・尊父、
　令和４年４月３日没、100歳）
▽伊藤 喜久雄氏（泉州支部 伊藤 喜彦・尊父、
　令和４年４月19日没）

　①　電話で職員の在館を確認した上で、従来通
　　り会館にＦＡＸで連絡する。
　②　これを受けた職員は、所定の範囲の役員等
　　にＦＡＸで連絡する。

訃報の対応について
　事務局職員が在館する場合

　■ 発行所　大阪土地家屋調査士会
　■ 〒 540-0023　大阪市中央区北新町３番５号
　■ 電　話　0 6 ( 6 9 4 2 ) 3330（代）
　■ ＦＡＸ　0 6 ( 6 9 4 1 ) 8070
　■  E － mail：otkc-3330@chosashi-osaka.jp
　■ ホームページ：http://www.chosashi-osaka.jp

支　部　別　会　員　数（R４・6・１現在）
○内数字は法人会員数

支　部 会員数 増減 支　部 会員数 増減
北 153⑲ -1 北河内 76② -2

中央 125⑤ 0 北　摂 146⑦ 1
大阪城 133⑯ 1 堺 150③ -1
中河内 102⓪ 0 泉　州 76⓪ 1

合　計 961◦ -1

法人会員数　52法人（±0）
※増減は前回R４年３月１日比

52
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